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【表－６】 水道施設の更新費用                           

県内の水道事業体において、調査時点で平成１６年度以降に更新の計画がなされている水道施設（取水

施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設）の更新に要する概算の費用を集計したものです。調査

時点で未定や検討中のものは含まれていません。 

（単位：千円） 

更新費用（概算） 対象施設別の更新費用（概算） 
地 域 名 

H16～H21 H22～H26 H27～H31 H32～ コンクリート構造物 機械・電気 

更新費用の  

総額（概算）

県営水道地域 0 541,000  505,000 0 0  1,046,000  1,046,000 

北千葉地域 8,256,000 2,405,000  0 0 2,381,000  8,280,000  10,661,000 

君津地域 4,447,000 177,000  8,000 20,000 756,000  3,896,000  4,652,000 

印旛地域 1,684,000 743,000  479,000 382,000 1,110,000  2,178,000  3,288,000 

香取地域 553,000 242,000  0 0 26,000  769,000  795,000 

東総地域 0 0  0 0 0  0  0 

九十九里地域 239,000 206,000  23,000 0 15,000  453,000  468,000 

南房総地域 566,000 0  0 0 566,000  0  566,000 

県  計 15,745,000 4,314,000  1,015,000 402,000 4,854,000  16,622,000  21,476,000 

＊出典：「事業体アンケート」結果より。 

 
 

 イ 未普及地域への合理的な施設整備 

千葉県の水道普及率は、平成１６年度末現在で９３．４％と全国平均の９７．１％を

下回っており、また、近隣の都県よりも低い状況となっています。 

 

現在、県内には水道未普及人口が約４０万人（平成１６年度末現在での推計）おり、

公衆衛生の向上や生活環境の改善等の観点から未普及地域の解消に努めなければなら

ないと考えています。しかし、その一方で、現在残されている未普及地域の中には、給

水密度が低く配水管使用効率等が悪く事業の採算性が必ずしも確保できないと予想さ

れる地域も多く、各水道事業体とも苦慮しているところです。こうした地域への水道整

備に当たっては、地域の実状に応じて合理的な施設整備を検討することが重要な課題と

言えます【表－７】。 
 
【表－７】 県内の水道未普及人口の内訳  

  千葉県の常住人口・給水人口・未普及人口を計画給水区域内と計画給水区域外毎に内訳したもので、

平成１６年度末推計値としての未普及人口は約４０万人となっています。（単位：千人） 

項   目 常住人口 給水人口 未普及人口 

行 政 区 域 内 人 口 ６,０４４ ５,６４４ ４００ 

 計画給水区域内人口（上水道及び簡易水道） ５,９９２ ５,６３４ ３５８ 

 計画給水区域外人口（上水道及び簡易水道） ５２ １０ ４２ 

＊出典：「千葉県毎月常住人口調査報告書（千葉県）」「平成１６年度水道統計（厚生労働省）」を基に作成。 


